
接続指導・命令適用の流れ  
供用開始後３年を経過しているか 

         供用開始 
期間内での接続のお願い 融資あっせん制度の案内 

接   続   指   導 期間延長の 理由が相当か 接続の期間を延長 
特別指導実施 

特別指導対象か 
勧 告 公 表 接続命令・告発 (＊2) 罰 則 適 用 

未接続世帯 ＮＯ ＹＥＳ 
ＹＥＳ 

ＹＥＳ ＮＯ 
期間延長申請 未提出 期間延長申請 提出 

期間終了 
ＮＯ 

未接続 未接続 未接続 未接続 ＊2 農業集落排水施設については、下水道法の適用を受けないため、接続命令・告発はできず、同法の罰則も適用されない。 

       へ の 接 続 

＊1 汚水の処理の方法、量及び性質、建築物の利用目的並びに供用開始からの年数を勘案して判定する。 (＊1) 公共下水道 
農業集落排水施設 

公 共 下 水 道 農業集落排水施設 


